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1．はじめに
　いよいよ平成 20年 4月から我々既登録弁理士
に対する継続研修が開始された。
　この継続研修は，知的財産専門サービスに対す
るニーズが多様化し，弁理士の役割の重要性が一
層高まるなかで，弁理士が知的財産に関する専門
職として多様なニーズに適確に対応でき，更には
弁理士の資質の維持向上を図るために，昨年弁理
士法が改正されたことに伴い導入されたものであ
る。
　以下，この継続研修の内容と実施計画及び状況
について述べる。

2．継続研修の内容
（1）継続研修の研修期間と必要単位数

　研修期間は，5年間（4月 1日始まり。）毎の周
期で繰り返され，登録年度によって A～ Eにグ
ループ分けされる。グループ A～ Dには経過措
置期間が設けられており，最初の研修期間が始
まる前に一定数の単位（グループ A：平成 21年
3月末までに「14単位」以上，グループ B：平成
22年 3月末までに「28単位」以上，グループ C：
平成 23年 3月末までに「42単位」以上及びグルー
プ D：平成 24年 3月末までに「56単位」以上）
を受講しなければならない。
　必要単位数は，一研修期間（5年間）で 70単
位であり，その内訳は倫理研修 10単位と業務研
修 60単位である。業務研修の中には，その重要
性に応じて会長が指定する必修科目がある。この
必修科目は必要単位数を満たしていても全員（免

除者除く）が受講しなければならず，具体的な科
目としては，法律改正，条約の改正や知的財産施
策等の重要性の高いものがあげられる。
　必修科目の単位数は，1年に 4～ 5単位程度，
5年間で 20単位程度を想定しており，必修科目
については，研修期間とは別に，それぞれ科目毎
の受講期間が設けられており，この受講期間とし
ては，eラーニング配信後のおおむね 2年程度の
期間を目安としている。
　単位については，研修時間 1時間につき 1単位
が与えられ，30分以上は 0.5単位となる。なお，
単位の繰越は認められない。
（2）研修方法

　研修方法として，集合研修と eラーニング研修
がある。
　まず，集合研修は，日本弁理士会（支部，附属
機関，委員会等含む。）主催・共催の研修で，eラー
ニング以外の研修をいい，厳格な出欠管理（中座，
早退，15分以上の遅刻は受講が認められない。）
が要求されている。
　eラーニング研修は，「弁理士義務研修支援シ
ステム」から，ID，パスワードを入力してログ
インして受講することができ，この eラーニング
研修では途中で設問が用意されており，所定の正
解率を満たさないと先に進めないようになってい
る。そして，最後まで視聴して，受講したことに
なる。
　なお，「外部機関研修」，「講師活動」，「著作執
筆活動」も単位とみなされる場合がある。
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（3）研修種類

　研修の種類としては，倫理研修と義務研修があ
る。
　まず，倫理研修では，eラーニング研修で 5単
位を受講した後，集合研修で 5単位受講する必要
がある。
　倫理集合研修は，25名程度の討論形式で行な
われ，原則，研修期間（経過措置期間）の最後の
年に受講することになる。ただし，支部単位での
開催や，海外・出産等で受講が難しいような場合
は別の扱いをされることもある。
　業務研修は，知的財産に関する研修や資質向上
を図る研修で，集合研修，eラーニング研修のど
ちらで受講してもよい。そして，重要度に応じて，
上述した必修科目が設定される。
（4）外部機関研修

　外部機関研修とは，認定外部機関が実施する認
定された研修をいい，これを受講した場合，受講
後 3ヶ月以内に受講の申請の必要がある。
（5）講師活動

　知的財産関連の研修講師活動をした場合，単位
として認められる。講師活動として認められる事
例としては，例えば日本弁理士会主催・共催の研
修の講師，大学等の学校の講師やその他，外部機
関の講師（認定外部機関に限らない。）の活動が
ある。
（6）著作執筆活動

　知的財産関連の著作執筆活動をした場合も単位
として認められる。公表後 3ヶ月以内に申請する
必要がある。
（7）その他

　能力担保研修を修了した場合，外部機関研修と
して 10単位が認められる。
　また，弁護士は申請により 10単位受講したも
のとみなされる。
　さらに，所要の事由により，軽減・免除が認め
られる場合がある。

3．継続研修の実施計画及び状況
（1）倫理研修

　本年度は Aグループの会員が来年 3月末まで

に倫理研修を受けることになっているが，本年度
当初に対象会員に倫理研修受講希望日のアンケー
トをとり，なるべく希望にそえるよう，倫理研修
日程を組んでいる。
　倫理集合研修は，東京，大阪及び名古屋を中心
に全 40回以上の開催を予定しており，1クラス
25名程度で，希望が多い回（開催日）において
は 2クラス同時開催とすることにしている。また
支部からの要望に応じて，支部単位でも開催する。
本年 6月から平成 21年 2月末までに 1,300名程
度の受講機会を設け，残る 3月にも数回を開催す
る。
　倫理集合研修を行なうに際しては，1クラス約
25名程度を 5～ 6名ずつ 5グループを形成する。
5～ 7問を出題し，各グループにおいて討論を行
ない，その成果を発表する形での研修を行なう。
1クラスに講師 1名が担当する。
　また，倫理のeラーニングは既に配信中で，2,500
名を超す会員が視聴済である。また，倫理の eラー
ニングの内容を上映する機会も東京，大阪，名古
屋あわせて 20回程度設けている。
（2）業務研修

①必修科目
　現在のところ，「平成 20年度特許法の改正につ
いて」と「不正競争防止法の改正について」が必
修科目として指定されており，集合研修，ビデオ
上映研修，eラーニング研修のいずれにも対応で
きるようにしている。
②選択科目
　まず，会内で行なう集合研修がある。これは，
日本弁理士会研修所をはじめ，中央知的財産研究
所，国際活動センター，知的財産価値評価推進セ
ンター等が主催し開催する研修で，弁理士全般を
対象とする。また支部単位でも研修会を実施する
予定である。
　この研修の内容としては，弁理士の専権に関す
るもの，外国関係，先端イノベーションに関する
もの，民法・民事訴訟法に関する基礎研修（東
京・大阪　10回シリーズ），民法・民事訴訟法に
関する特別基礎研修（東京・大阪　5回シリーズ），
審決取消訴訟等がある。
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　能力担保研修を終了すると，外部機関研修とし
て 10単位が認められるが，この能力担保研修で
は，東京，大阪において，民事訴訟に関する実務
的な内容を中心に，1コマ 90分の講義及び演習
を 30コマ，合計 45時間の研修を実施する。講義
及び演習全般を通して訴訟行為を行なう際の前提
となる要件事実，立証等の知識を修得させる。
　さらに，付記弁理士を対象とする研修があるが，
この研修では講義と演習が用意されている。
　また，一般人の参加が可能な研修もある。すな
わち，一般及び弁理士を対象とした，例えば，「企
業の知財力強化　～プロフェッショナルが語る！
知財戦略の理論と実践～（大阪）」，「企業のブラ
ンド戦略（京都）」，「人と地球に優しい省エネ・
快適エアコンの技術と特許（滋賀県大津市）」な
どのセミナーを開催する。
　日本弁理士会知財ビジネスアカデミーが主催す
る研修も用意されている。
　この研修では，コンサルティング，交渉，マネ
ジメント等の弁理士業務の幅を広げるための講座

を，東京 25講座，大阪 5講座の合計 30講座を開
催する。各講座とも定員は 20名程度で実施する。
eラーニング研修では，産業財産権法，外国関係
法，周辺法，先端技術等について 80以上のコン
テンツを配信する。
　また本年度は，会員研修や先端イノベーション
研修等の集合研修を収録したものを 10本程度，e

ラーニング専用にコンテンツを 40本程度の，都
合 50本程度を新たに作成する予定である。
　認定外部機関が行なう集合研修も単位として認
定されるが，現在多岐に亘る外部機関が認定外部
機関としての認定を申請中である。

4．最後に
　まだ，継続研修は始まったばかりであるが，こ
の継続研修は法定の研修であり，原則全会員が受
講しなければならない研修であることを再度会員
の皆様には認識していただくことを切に望む次第
である。


